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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
を

７
月
１
日（
月
）か
ら
受
け
付
け
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
と
被
保
険
者
証
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　後期高齢者医療保険料の
均等割軽減割合は、平成31
年度から９割軽減が8割軽減
へ見直されます。
　介護保険料については、
今年度、所得の低い高齢者
への保険料の負担軽減が強
化されます。所得の低い年金
受給者の方へは、10月から
年金生活者支援給付金（基準
額月5,000円)の制度が始ま
ります。

　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年
所得が一定額以下の場合などの理由で、
保険料を納めるのが困難な場合、申請に
より保険料の納付が全額免除または一部
免除となります。

　50歳未満の方（学生を除く）で本人、配
偶者それぞれの前年所得が一定額以下の
場合などに、申請により保険料の納付が
猶予されます。

後期高齢者医療制度の保険料率が決定しました
平成31年度　保険料の計算方法（２年ごとに見直されます）

　

国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
人
は
国
民
年
金
へ
の
加

入
と
、
保
険
料
の
納
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
免

除
や
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
の「
納
付
免
除
」及
び「
納
付
猶

予
」申
請
を
7
月
１
日（
月
）か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
保
険
料
の
納
付

免
除
な
ど
を
希
望
す
る
方
は
、
医

療
保
険
課
ま
た
は
各
支
所
で
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
前

年
度
に
引
き
続
き
免
除
な
ど
を
希

望
さ
れ
る
方
で
、
継
続
申
請
が
認

め
ら
れ
て
い
る
方
以
外
は
、
毎
年

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
請
対
象
者

○
全
額
・
一
部
免
除
＝
国
民
年
金

１
号
加
入
者
で
希
望
す
る
方

○
納
付
猶
予
＝
50
歳
未
満
の
方

　
（
平
成
28
年
７
月
～
令
和
７
年

６
月
ま
で
の
措
置
）

※
学
生
を
除
く
。
学
生
は
在
学
期

間
中
の
保
険
料
納
付
が
後
払

い
で
き
る
学
生
納
付
特
例
制

保
険
料
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り
で
す

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い【
特
別

徴
収
】

　

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
に
変

更
で
き
ま
す（
申
請
が
必
要
）。

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
お
支

払
い【
普
通
徴
収
】

　
７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
毎

月
末
が
納
期
限
で
す
。
年
金
の
受

給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と
介

護
保
険
料
の
合
計
が
対
象
と
な
る

年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え

る
方
が
対
象
。

所
得
の
低
い
方
の
軽
減

　
平
成
30
年
中
の
所
得
に
応
じ
て

平
成
31
年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ

れ
ま
す（
表
１
）。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所

得
割
が
か
か
ら
ず
、
資
格
取
得
後

度
が
利
用
で
き
ま
す
。

申
請
が
で
き
る
対
象
期
間　

申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
ま
で

※
免
除
を
受
け
ず
に
保
険
料
が
未
納

の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
、
障
害

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合

や
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

○
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
や
納
付
書
な
ど
）

○
印
鑑

○
退
職
な
ど
さ
れ
た
方
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
な
ど

審
査
の
対
象
と
な
る
所
得
基
準

　
免
除
を
受
け
る
に
は
、
被
保
険

者
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
や
世
帯

主
の
所
得
が
所
得
基
準
の
範
囲
内

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
納
付

猶
予
は
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所

得
）。
基
準
と
な
る
所
得
に
つ
い

て
は
、免
除
の
区
分（
全
額・一
部・

猶
予
）に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
基

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。
詳
細
は
送

付
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間

に
限
り
、
均
等
割
額
は
５
割
軽

減
と
な
り
、
保
険
料
額
は
年
額

２
万
４
４
２
７
円
で
す
。
該
当
す

る
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。
国
民

健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組
合

の
加
入
者
だ
っ
た
方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

新
し
い
被
保
険
者

証
が
届
き
ま
す

８
月
１
日
か
ら
、
新
し
い
被
保
険

者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

　
窓
口
で
の
一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
の

平
成
30
年
中
の
所
得
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
平
成
31
年
度
の
住
民
税
課

税
所
得
と
平
成
30
年
中
の
収
入
額

を
も
と
に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
減
額
認
定
証
）が
更
新
さ

れ
ま
す

　
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方
は
、
減
額
認
定
証
を
提
示
す

る
と
、
医
療
機
関
ご
と
の
自
己
負

※１）本来は7割軽減ですが、特例措置により8割または8.5割軽減となります
※２）平成30年度保険料の低所得者軽減措置が拡充されました
　（注）65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を

控除し、軽減判定します（年金特別控除）。

表１．均等割額の軽減

準
を
超
え
て
い
て
も
、
災
害
・
失

業
な
ど
の
理
由
で
免
除
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
や
住
民
税
申
告
な
ど

の
内
容
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
の

で
、
申
告
が
ま
だ
の
方
は
必
ず
申

告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
収
入
が

な
い
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

免
除
さ
れ
た
期
間
の
年
金
額
は
ど

う
な
る
の
？

全
額
・
一
部
免
除
＝
全
額
納
付
し

た
場
合
に
比
べ
て
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す

納
付
猶
予
＝
将
来
受
け
取
る
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
な
い
期
間
と
な

り
ま
す

追
納
制
度

　
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間

の
保
険
料
は
、
後
か
ら
納
付（
追
納
）

す
る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
が
で

き
る
期
間
は
、
追
納
を
承
認
さ
れ
た

月
か
ら
前
10
年
以
内
の
免
除
期
間
分

と
な
り
ま
す（
当
時
の
保
険
料
に
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
る
場
合
あ
り
）。

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が
次の基準額以下の世帯

軽減割合
（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額
（33万円）

世帯内の被保険者全員の所得（公的年金等控
除額は80万円として計算する）が0円   8割（9,771円）※１

上記以外 8.5割（7,328円）※１
基礎控除額（33万円）＋28万円（※２）×被保険者数 5割（24,427円）
基礎控除額（33万円）＋51万円（※２）×被保険者数 2割（39,084円）

※総所得金額等とは、前年中の収入額から控除額を引いた金額です（ここでい
う控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、
所得控除額（社会保険料控除額、扶養控除額等）は含みません）。

①均等割額 ②所得割額①＋②

+= 48,855円保険料額（年額）
（最高限度額62万円）

（総所得金額等（※）－33万円（基
礎控除額））×所得割率10.17％

担
額
が
外
来
・
入
院
と
も
限
度
額

ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代

な
ど
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
認

定
証
）が
更
新
さ
れ
ま
す

　
「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
」

の
方
は
、
限
度
額
認
定
証
の
提

示
で
、
医
療
機
関
ご
と
の
自
己

負
担
額
が
限
度
額
ま
で
の
支
払

い
と
な
り
ま
す
。
入
院
な
ど
で

自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え

る
場
合
は
、
限
度
額
認
定
証
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
認
定
証
を
お
持
ち
で

な
い
方
で
、
該
当
す
る
方
は
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
険
証
と
一
緒
に

送
付
す
る「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
概
要
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

均等割の軽減割合
が変わります

納付免除制度

７
月
中
旬
に
発
送

国
民
健
康
保
険
税
の

納
期
内
で
の
納
付
を

お
願
い
し
ま
す

納
期
限
＝
１
期
＝
７
月
31
日

（
水
）、
２
期
＝
９
月
２
日（
月
）、

３
期
＝
９
月
30
日（
月
）、
４
期
＝

10
月
31
日（
木
）、
５
期
＝
12
月
２

日（
月
）、６
期
＝
12
月
25
日（
水
）、

７
期
＝
１
月
31
日（
金
）、
８
期
＝

３
月
２
日（
月
）

市
税
・
国
民
健
康
保

険
税
の
休
日
納
税

相
談
を
行
い
ま
す

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
税
を
納

期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き

ず
、
納
税
相
談
を
し
た
い
が
平
日

は
仕
事
が
あ
り
市
役
所
に
行
く
こ

と
が
難
し
い
方
や
、
休
日
に
市
役

所
へ
行
く
の
が
都
合
の
良
い
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と　
き　
７
月
15
日（
月
・
祝
）　

と
こ
ろ　
税
務
課（
本
庁
舎
１
階
）

税
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

（
☎
５
５
２
‐
６
９
２
７
）

納付猶予制度

「
平
成
」と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
適
宜「
令
和
」に
読
み
替
え
て
く
だ
さ
い
。
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合
は
、
前
年
度
の
本
人
な
ど
の
所

得
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

　

自
己
負
担
割
合
を
証
明
す
る

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を
、
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
全
員

に
交
付
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
も

の
は
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ

る
と
き
に
被
保
険
者
証
と
あ
わ
せ

て
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

負
担
限
度
額
認
定
申
請
の
受
け
付

け
を
行
っ
て
い
ま
す

　

介
護
保
険
施
設（
介
護
老
人
福

祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、

介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護
医

療
院
）や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利

用
す
る
と
き
の
食
費
・
部
屋
代

は
、
原
則
本
人
負
担
で
す
。
し
か

し
、
申
請
さ
れ
、
一
定
要
件
を
満

た
す
低
所
得
者
の
方
へ
負
担
軽
減

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
へ
、
６
月
中
に
更
新
の
案
内

拾
い
を
行
う
な
ど
、
環
境
美
化
に

努
め
ら
れ
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り

に
貢
献
。

団
体

子
ど
も
と
本
を
読
む
会「
か
た
つ

む
り
」　

子
ど
も
た
ち
が
絵
本
を

通
し
て
心
豊
か
に
育
つ
よ
う
幼
稚

園
や
小
学
校
な
ど
で
絵
本
の
読
み

聞
か
せ
を
行
う
な
ど
、
子
育
て
支

援
に
貢
献
。

篠
山
あ
い
さ
つ
の
会
タ
ン
ポ
ポ

市
民
同
士
が
つ
な
が
り
を
強
め
、

豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
よ
う
市

内
各
地
で
あ
い
さ
つ
運
動
を
行

い
、
安
全
安
心
な
地
域
づ
く
り
に

貢
献
。

前
沢
田
自
治
会　
年
末
に
前
沢
田

自
治
会
内
に
お
い
て
、
火
災
予

防
・
防
犯
の
た
め
夜
間
見
回
り
を

行
い
、
安
全
安
心
な
地
域
づ
く
り

に
貢
献
。

　
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
詳
細

は
送
付
す
る
介
護
保
険
料
決
定
通

知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り
で
す

①
基
本
は
年
金
か
ら
の
天
引
き

【
特
別
徴
収
】

　
介
護
保
険
料
は
４
月
か
ら
す
で

に
仮
徴
収
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
通
知
書
は
、
平
成
31
年
度

の
年
間
保
険
料
額
や
こ
れ
か
ら
の

納
付
方
法
の
お
知
ら
せ
で
す
。

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
お
支

払
い【
普
通
徴
収
】

　
65
歳
に
な
ら
れ
た
年
度
や
、
特

別
徴
収
が
で
き
な
い
条
件
に
当
て

は
ま
る
方
が
対
象
で
す
。
毎
月
末

が
納
期
限
で
す
。

負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
す

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る

と
き
、
利
用
料
の
１
割
か
ら
３
割

が
自
己
負
担
で
す
。
こ
の
負
担
割

個
人

田た

中な
か

正ま
さ

明あ
き（
味
間
奥
）　
小
学
生
の

登
校
時
の
集
合
場
所
で
、
交
通
事

故
防
止
の
啓
発
の
た
め
、
交
通
指

導
や
声
か
け
活
動
を
続
け
、
安
全

安
心
な
地
域
づ
く
り
に
貢
献
。

谷た
に

掛が
け

ち
さ
子こ（
桑
原
）・
谷た

に

掛が
け

千ち

代よ

子こ（
桑
原
）・
市い

ち

原は
ら

悦え
つ

子こ（
桑
原
）・

田た

畑ば
た

新し
ん

一い
ち（
小
田
中
）　
通
学
時
に

児
童
の
登
校
に
付
き
添
い
、
児
童

が
安
全
に
通
学
で
き
る
よ
う
交
通

指
導
、
声
か
け
活
動
を
続
け
、
安

全
安
心
な
地
域
づ
く
り
に
貢
献
。

上う
え

田だ

夏な
つ

野の（
菅
）　
菅
ヒ
マ
ラ
ヤ
桜

公
園
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
溝
や
道

路
の
清
掃
を
行
い
、
環
境
美
化
に

努
め
ら
れ
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り

に
貢
献
。

佐さ

圓え
ん

信の
ぶ

行ゆ
き（
東
新
町
）・
髙た

か

田だ

啓け
い

司じ

（
東
新
町
）　
東
新
町
内
の
遊
歩
道

や
黒
岡
川
右
岸
の
草
刈
り
、
ご
み

　
６
月
１
日
、
日
ご
ろ
か
ら
地
域
づ
く
り
や
社
会
福
祉
の
向
上
な
ど
で
善
行
の
あ
っ
た
個
人
・
団
体
を

表
彰
す
る「
令
和
元
年
度 

丹
波
篠
山
市
善
行
者
表
彰
式
」を
丹
波
篠
山
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
し
た
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
は
次
の
と
お
り
で
す（
敬
称
略
）。

を
送
付
し
ま
す
。
８
月
以
降
も
引

き
続
き
必
要
な
方
は
内
容
を
確
認

の
う
え
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
申
請
さ
れ
る
方
は
、
左

記
要
件
の
判
定
の
た
め
に
必
要
書

類
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
対
象

者
の
判
定
に
つ
い
て

　
判
定
は
、
所
得
要
件
と
資
産
要

件
で
行
い
ま
す
。
以
下
の
①
②
の

要
件
を
満
た
す
方
に
対
し
、
３
段

階
に
区
分
し
て
、
認
定
を
行
い
ま

す
。
段
階
の
判
定
は
、
本
人
の
前

年
度
所
得
、
収
入（
遺
族
年
金
や

障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
も

含
む
）に
よ
り
ま
す
。

①
所
得
要
件
＝
本
人
、
配
偶
者
お

よ
び
同
一
世
帯
の
方
全
員
が

市
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

②
資
産
要
件
＝
預
貯
金
等
が
一
定

額（
単
身
１
０
０
０
万
円
、
夫

婦
合
計
で
２
０
０
０
万
円
）以

下
で
あ
る
こ
と

問
い
合
わ
せ　
長
寿
福
祉
課
☎
５
５
２
‐
６
９
２
８

問
い
合
わ
せ　
長
寿
福
祉
課
☎
５
５
２
‐
５
３
４
６

65
歳
以
上
の
方
に
本
年
度
の
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

日
ご
ろ
の
善
行
を
讃
え
８
個
人
、
３
団
体
を
表
彰

令
和
元
年
度
丹
波
篠
山
市
善
行
者
表
彰
式

問
い
合
わ
せ　
健
康
課
☎
５
９
４
‐
１
１
１
７

問
い
合
わ
せ　
市
民
衛
生
課
☎
５
５
２
‐
６
２
５
３

今
後
の
介
護
予
防
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
健
康
維
持
と
増
進
、

介
護
予
防
に
ぜ
ひ
健
診
を
活
用
く

だ
さ
い
。

対　
象　
今
年
度
に
65
歳
か
ら
74

歳
に
到
達
す
る
方
で
要
介
護
・
支

援
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方（
６

月
10
日
現
在
）　

※
76
歳
以
上
か
ら
99
歳
ま
で
の
方

は
、
次
年
度
に
実
施
し
ま
す
。

条
例（
案
）の
閲
覧
場
所　

市
民
衛

生
課
、
各
支
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

募
集
期
限　
７
月
12
日（
金
）ま
で

提
出
資
格　
次
の
い
ず
れ
か
の
要

件
を
満
た
す
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
、
活

動
や
事
業
を
営
む
方

・
市
に
対
し
て
納
税
義
務
の
あ
る
方

・
当
案
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

提
出
方
法　
任
意
の
様
式
に
意
見

お
よ
び
住
所
・
氏
名（
市
外
在
住

の
場
合
は
、
①
勤
務
先
ま
た
は
学

校
・
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
の
所

在
地
お
よ
び
名
称
②
納
税
義
務
や

利
害
関
係
が
あ
る
理
由
な
ど
）を

記
入
の
上
、
市
民
衛
生
課
ま
で

意
見
の
提
出
先

○
郵
送
＝
〒
６
６
９-

２
３
９
７
・

篠
山
市
北
新
町
41
・
市
民
衛
生

課
あ
て

○
Ｆ
Ａ
Ｘ
＝
５
５
２-

１
８
５
５

○
電
子
メ
ー
ル
＝

eisei_div@
city.sasayam

a.
hyogo.jp

そ
の
他　
意
見
に
対
す
る
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん

　
平
成
25
・
26
年
度
に
65
歳
以
上

の
方
へ
行
い
ま
し
た「
い
き
い
き

シ
ル
バ
ー
健
診
」（
郵
送
健
診
）を
、

令
和
元
年
か
ら
の
２
年
間
で
実
施

し
ま
す
。
対
象
者
に
は
７
月
上
旬

に
介
護
予
防
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
こ
の
健
診
は
33
項
目
の
質
問
に

回
答
し
、
ご
自
身
の
元
気
度
を
判

定
す
る
も
の
で
、
そ
れ
と
と
も
に

　
丹
波
篠
山
市
で
は
、
快
適
な
生

活
環
境
を
目
的
と
し
た「
丹
波
篠

山
市
環
境
保
全
条
例
」を
制
定
し

て
い
ま
す
。
条
例
で
は
、牛
、豚
、

猪
、
鶏
の
家
畜
を
一
定
数
以
上
飼

育
す
る
場
合
、
指
定
家
畜
飼
養
施

設
の
設
置
届
等
の
提
出
義
務
を
課

し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
条
例
改
正
を
す
る
の

　
施
設
が
法
令
な
ど
で
定
め
る
規

制
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と

き
、
ま
た
生
活
環
境
を
著
し
く
侵

害
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
と
き

は
、市
は
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

指
導
、
勧
告
し
、
改
善
命
令
が
で

き
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
改
善
命
令
に
従
わ
な
い
こ
と

に
よ
る
罰
則
な
ど
は
な
く
、
そ
の

実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
た
め
、
今
回
の
条
例
改
正

で
は
新
た
に
改
善
命
令
に
従
わ
な

い
場
合
、
従
わ
な
い
者
の
住
所
、

氏
名
お
よ
び
改
善
命
令
の
内
容
な

ど
を
公
表
す
る
も
の
で
す
。

意
見
を
提
出
す
る
に
は

質
問
に
答
え
て
元
気
度
チ
ェッ
ク

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
健
診
を
実
施
し
ま
す

丹
波
篠
山
市
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正

(

案)

に
対
す
る
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

「いきいきシルバー健診」の受け方
①介護予防チェックリストに必要事項を記

入し、33項目の質問のあてはまる回答に
チェックを入れてください。

↓
②同封の封筒にチェックリストを入れてポス

トへ投函、または市役所・支所・丹南健康
福祉センターに直接提出するか、地区の民
生委員児童委員へお渡しください。

返送期日：7月25日（木）
  ↓

③個別の結果票が９月中旬以降にご自宅へ届
きます。

　※判定結果により、介護予防などのご案内を同
封します。また、市や地域包括支援センター
の保健師などが訪問する場合があります。

ご自身の元気度を確認し、
介護予防の取り組みを実施・継続しましょう！

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

介
護
保
険
施
設
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方

「
平
成
」と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
適
宜「
令
和
」に
読
み
替
え
て
く
だ
さ
い
。
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市政レーダー



大

危
険
度

警戒レベル５
【市が発令】

小

災害発生情報

警戒レベル 避難情報など 避難行動（とるべき行動）

既に災害が発生しています。
命を守るための最善の
行動をとりましょう。

警戒レベル４
【市が発令】

避難勧告
・

避難指示（緊急）

速やかに避難しましょう
避難先までの移動が危険と思われる
場合は、近くの安全な場所や、自宅内
のより安全な場所に避難しましょう。

全員避難 地域の状況に応じて緊急的または重ねて避難を促す場合などに発令

警戒レベル３
【市が発令】

避難準備
・

高齢者等避難
開始

避難に時間を要する人
（高齢の方、障がいのある
方、乳幼児など）とその支
援者は避難をしましょう。
その他の人は、避難の準
備を整えましょう。

高齢者などは避難

警戒レベル２
【気象庁が発表】

大雨注意報
・

洪水注意報

避難に備え、ハザードマップなどによ
り、自らの避難行動を
確認しましょう。

警戒レベル1
【気象庁が発表】

早期注意情報 災害への心構えを高めましょう。

※

〔主な機能〕
■避難に関する情報や各種気象情報などをプッシュ通知
　⇒緊急情報やお知らせ情報が通知されます
■分かりやすい情報提供⇒情報内容が一目で分かるよう

ピクトグラム（絵文字や絵単語）を活用
■マイ避難カード⇒自らが避難するタイミングや避難先

を事前に登録しておくと、実際に警報などが発表され
た時に画面に表示され、避難行動を促します

丹
波
篠
山
デ
カ
ン
シ
ョ
防
災
ネ
ッ
ト

の
情
報
も
お
知
ら
せ
し
ま
す

防災ネットアプリの
詳細はこちらから

防
災
情
報
を

提
供
し
ま
す

〔内閣府資料より〕

問
い
合
わ
せ　
市
民
安
全
策
課
☎
５
５
２
‐
１
１
１
６

　
今
後
、
台
風
や
地
震
な
ど
の
災

害
で
避
難
が
必
要
と
な
る
場
合

は
、
防
災
行
政
無
線
や
丹
波
篠
山

デ
カ
ン
シ
ョ
防
災
ネ
ッ
ト
な
ど

で「
警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
勧
告
」、

「
○
○
地
区
に
警
戒
レ
ベ
ル
４
、

避
難
勧
告
を
発
令
し
ま
し
た
」と

い
っ
た
形
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
3
月
に「
避
難
勧
告

等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
内

閣
府
）が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
伴
い
市
が
避
難
勧
告
な
ど
の
避

難
情
報
を
発
令
す
る
と
き
は
、
避

難
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
分
か
り
や
す

く
伝
え
る
た
め
、
５
段
階
の「
警
戒

レ
ベ
ル
」を
つ
け
て
発
令
し
ま
す
。

　
「
ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト
」は
兵

庫
県
お
よ
び
県
内
の
市
町
か
ら
、

「
避
難
に
関
す
る
情
報
」な
ど
の
緊

急
情
報
や
、
地
震
、
津
波
、
気
象

警
報
な
ど
の
防
災
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
利
用
者
の
方
々
に

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い

災
害
に
備
え
、
ぜ
ひ
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。

５
段
階
の「
警
戒
レ
ベ
ル
」を
使
っ
て

避
難
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す

ス
マ
ホ
で
か
ん
た
ん
防
災
対
策
！

ひ
ょ
う
ご
防
災
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ
登
場

ふるさとの貴重な動植物 
　日本全土に分布しているが主に標高1,000m付近のブナ林に生息しています。丹波
地方は標高が低いので、これまで見つかっていなかったが、今回大きな柳の木のある
付近でのライトトラップで見つかりました。日本産のクワガタムシの中では中型で、
和名のとおり、脚(腿節、脛節)の下や腹面が、赤みがかっていることが他のクワガタム
シにはない本種の特徴となっています。成虫は夏に出現し、樹液に集まり、柳の木に
多く見られます。また灯火にもやって来ます。  

丹波篠山自然塾・むしクラブ代表　大
お お

塚
つ か

剛
ご う

二
じ

さんの協力
体長： 雄19 ～ 36mm（大あ
ごを除く）、 雌24 ～ 32 mm

アカアシクワガタ（クワガタムシ科）

○投票日　　７月21日(日)
　※６月14日現在で想定されている投票日
○投票時間 　７時～ 20時
○投票場所　投票所入場券に記載された投票所
○投票所入場券　世帯ごとに封筒に入れて郵送
○投票できる方　日本国民で年齢満18歳以上
（平成13年7月22日までに生まれた人）、引
き続き３カ月以上市内に住所のある方

選挙は私たちの暮らしの代表者を決める大事な機会です。
その代表者を決める私たちの大切な一票を有効に活かすため、
棄権をせずに投票へ行きましょう。

宿泊施設の
魅力アップ

に助成します

商工観光課
☎552-6907

この夏、参議院議員通常選挙が執行されます

問
い
合
わ
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
５
５
２
‐
５
１
１
６

○
篠
山
口
駅
＝
７
月
15
日（
月
）～

20
日（
土
）18
時
～
20
時

方　
法　
当
日
投
票
所
に
行
け
な

い
事
由
な
ど
を
宣
誓
書
に
記
入
の

上
、
投
票
し
て
く
だ
さ
い

※
入
場
券
が
届
い
て
い
な
く
て
も

選
挙
権
の
あ
る
方
は
投
票
で

き
ま
す
。

不
在
者
投
票

　
当
日
投
票
所
お
よ
び
期
日
前
投

票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は

不
在
者
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

仕
事
や
旅
行
な
ど
で
選
挙
期
間
中
、

丹
波
篠
山
市
以
外
の
市
区
町
村
に

滞
在
さ
れ
る
場
合
→
丹
波
篠
山
市

以
外
の
市
区
町
村
で
不
在
者
投
票

①
丹
波
篠
山
市
選
挙
管
理
委
員
会

に
投
票
用
紙
な
ど
を
請
求
し

ま
す

②
滞
在
先
住
所（
請
求
書
記
載
の

住
所
）に
投
票
用
紙
な
ど
を
郵

送
さ
れ
ま
す

③
受
け
取
っ
た
投
票
用
紙
な
ど
を

持
っ
て
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
投
票
し
ま
す

④
記
載
済
み
の
投
票
用
紙
な
ど

は
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員

会
か
ら
丹
波
篠
山
市
選
挙
管

理
委
員
会
に
送
付
さ
れ
ま
す

指
定
病
院
・
施
設
な
ど
に
入
院
・

入
所
さ
れ
て
い
る
場
合
→
指
定
病

院
・
施
設
な
ど
で
投
票

①
病
院
長
・
施
設
長
な
ど
を
通
じ

て
、
本
人
の
意
思
に
よ
り
投
票

用
紙
な
ど
を
請
求
し
ま
す

②
指
定
病
院
・
施
設
な
ど
に
投
票

用
紙
な
ど
を
送
付
さ
れ
ま
す

③
病
院
・
施
設
な
ど
で
決
め
ら
れ
た

日
時
に
施
設
内
で
投
票
し
ま
す

④
記
載
済
み
の
投
票
用
紙
な
ど

は
、
指
定
病
院
・
施
設
な
ど
か

ら
丹
波
篠
山
市
選
挙
管
理
委

員
会
に
送
付
さ
れ
ま
す

郵
便
等
投
票
証
明
書
を
所
持
さ
れ

て
い
る
方
→
自
宅
で
投
票

①
請
求
書
に
郵
便
等
投
票
証
明
書

を
添
付
し
、
丹
波
篠
山
市
選
挙

管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙
な

ど
を
請
求
し
ま
す

②
請
求
書
記
載
の
住
所
に
投
票
用

紙
な
ど
を
郵
送
し
ま
す

③
自
宅
で
投
票
用
紙
に
記
入
後
、

封
筒
に
入
れ
丹
波
篠
山
市
選
挙

管
理
委
員
会
に
返
送
し
ま
す

※
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
事
務
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

宿
泊
施
設
魅
力
ア
ッ
プ
事
業
補
助
金

対
象
業
種　
旅
館
営
業
、
ホ
テ
ル

営
業
、
簡
易
宿
泊
所
営
業（
民
宿
、

ペ
ン
シ
ョ
ン
に
限
る
）を
営
み
、

観
光
客
の
宿
泊
施
設
と
し
て
営
業

し
て
い
る
施
設

資　
格　
丹
波
篠
山
観
光
協
会
ま

た
は
市
旅
館
組
合
の
会
員
で
、
市

税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

助
成
金
額　

①
工
事（
外
観
改

修
、
客
室
の
洋
式
化
、
外
国
語

表
記
の
案
内
板
・
看
板
の
設
置
、

改
修
な
ど
に
要
す
る
経
費
）＝
補

助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

（
２
５
０
万
円
を
上
限
）②
備
品
の

購
入（
ベ
ッ
ド
、
い
す
、
テ
ー
ブ

ル
な
ど
の
購
入
に
要
す
る
経
費
）

＝
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以

内（
１
０
０
万
円
を
上
限
）

対
象
期
間　
令
和
元
年
度
か
ら
２

年
度
ま
で（
た
だ
し
、
工
事
は
そ

れ
ぞ
れ
の
年
度
で
完
了
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
）

※
要
件
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票

※
公
示
日
７
月
４
日（
木
）、
投
票

日
７
月
21
日（
日
）の
場
合
の

日
程
で
す
。

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
レ

ジ
ャ
ー
な
ど
の
予
定
の
あ
る
方
は
、

期
日
前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

場
所
・
時
間

○
市
役
所
本
庁
舎
１
階
・
市
民

ホ
ー
ル
＝
７
月
５
日(

金)

～

20
日(

土)

８
時
30
分
～
20
時

○
各
支
所
＝
７
月
13
日（
土
）～
20

日（
土
）８
時
30
分
～
17
時
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街
か
ど

リ
ポ
ー
ト

10 

▲

11

タ
ウ
ン

ト
ピ
ッ
ク
ス

12 

▲

15

市
政

レ
ー
ダ
ー

16 

▲

21

さ
さ
や
ま
ホ
ッ
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

22 

▲

23

は
ぐ
く
み

24 

▲

25

施
設
情
報
・

相
談

26 

▲

29

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

30 

▲

35

特
集

2 

▲

9

市政レーダー


